
平
成
22
年
度　

電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金

（
岡
山
県
水
力
発
電
施
設
周
辺
地
域
交
付
金
）事
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

完
了
の
お
知
ら
せ

　

平
成
22
年
度
の
事
業
実
施
箇

所
は
、
左
記
の
と
お
り
で
す
。

上
入
水
路
改
良
工
事

　

延
長　

62.2
ｍ 

 
 

（
入
地
内
）

農
道
山
城
１
号
線
舗
装
工
事

　

延
長　

355.0
ｍ

　

幅
員　

2.5
ｍ

 
 

（
山
城
地
内
）

町
道
久
保
田
西
山
線
舗
装
改
良

工
事

　

延
長　

255
ｍ

　

幅
員　

3.4
〜
7.3
ｍ

 
 

（
河
本
地
内
）

上入水路改良工事農道山城１号線舗装工事町道久保田西山線舗装改良工事

　

国
民
年
金
は
、
老
後
や
も
し
も
の
時
に
あ
な
た
の
大
き
な
支
え
と
な
り
ま
す
。
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
続
く

と
老
後
に
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
ば
か
り
か
、
納
付
が
遅
れ
る
こ
と
で
障
害
年
金
や
遺
族
年

金
を
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
も
し
も
の
時
に
後
悔
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
保
険
料
は
き
ち
ん
と

納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
！（
納
期
は
翌
月
末
で
、２
年
経
過
す
る
と
時
効
に
よ
り
納
め
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。）

　

国
民
年
金
に
は
、
保
険
料
納
付
が
免
除
さ
れ
る
制
度
や
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
納
付
が
困
難
だ
か

ら
と
い
っ
て
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
、
必
ず
年
金
事
務
所
窓
口
ま
た
は
鏡
野
町
役
場
の
国
民
年
金
窓
口
で
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
津
山
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課
（
電
話
（
０
８
６
８
）３
１

－

２
３
６
３
）
ま
た
は

鏡
野
町
役
場 

町
民
環
境
課 

年
金
係　

古
市
（
電
話（
０
８
６
８
）５
４

－

２
９
８
４
）
ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ

さ
い
。

★　

保
険
料
免
除
な
ど
の
承
認
さ
れ
た
期
間
は
、
老
後
に
年
金
を
受
け
取
る
た
め
の
資
格
期
間
に
含
ま
れ
る
だ

け
で
な
く
、
万
一
の
時
に
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
資
格
期
間
に
も
含
ま
れ
ま
す
。

　
　

ま
た
、
失
業
さ
れ
た
方
は
、
離
職
票
や
失
業
保
険
受
給
資
格
者
証
等
を
添
付
す
れ
ば
、
前
年
の
所
得
に
関

係
な
く
免
除
さ
れ
る
特
例
も
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

納
付
が
困
難

な
と
き
は

保
険
料
免
除

制

度
　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
時
に
利
用
で
き

る
制
度
で
、
申
請
が
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
納
付
の
全
額
又
は一
部
（
４
分
の
３
、

２
分
の
１
、
４
分
の
１
）
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
保
険
料
免
除
は
、
本
人
と
配
偶
者
、

世
帯
主
の
前
年
所
得
が一
定
額
以
下
で
あ
れ
ば
承
認
さ
れ
ま
す
。

30
歳
未
満
の

方
は

若
年
者
納
付

猶
予
制
度

　

本
人
が
30
歳
未
満
で
あ
る
と
き
に
限
っ
て
利
用
で
き
る
制
度
で
、
申
請
が
承

認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
全
額
に
つ
い
て
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
納
付
猶
予

は
本
人
と
配
偶
者
の
前
年
所
得
が一
定
額
以
下
で
あ
れ
ば
、
世
帯
主
の
前
年
所

得
に
か
か
わ
ら
ず
承
認
さ
れ
ま
す
。

学
生
の
方
は

学
生
納
付

特
例
制
度

　

本
人
が
学
生
で
あ
る
と
き
に
限
っ
て
利
用
で
き
る
制
度
で
、
申
請
が
承
認
さ

れ
る
と
保
険
料
の
全
額
に
つ
い
て
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
学
生
納
付
特
例
は
、

本
人
の
前
年
の
所
得
が
一
定
額
以
下
で
あ
れ
ば
、
配
偶
者
や
世
帯
主
の
前
年
の

所
得
に
か
か
わ
ら
ず
承
認
さ
れ
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
は
遅
れ
ず
に

　
　
　
　
　
　

 

き
ち
ん
と
納
め
ま
し
ょ
う
！

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は


